
個別注記表

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

（1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

関係会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等

以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

②棚卸資産

商品及び製品 商品・製品・半製品については総平均法による原価法（貸借

対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）

販売用不動産については個別法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

未成工事支出金 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）

原材料及び貯蔵品 原材料については総平均法による原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

貯蔵品については最終仕入原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

（2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）について

は定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ７～31年

構築物 10～15年

機械装置 ７～12年

工具器具備品 ３～８年

②無形固定資産（リース資産を除く）及び長期前払費用

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

③リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。



（3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

②賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

③役員賞与引当金

役員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

④受注損失引当金

受注案件に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注案件のうち、損失

の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることが可能なものについて、損

失見込額を計上しております。

⑤退職給付引当金

従業員及び執行役員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退

職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準

によっております。なお、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から損益処理しており、過去勤務費用は、その発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を損益処

理することとしております。

⑥役員株式給付引当金

役員の当社株式給付に備えるため、役員株式給付規程に基づく当事業年度末における株

式給付債務の見込額を計上しております。



（4) 収益及び費用の計上基準

当社と顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び

当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであり

ます。

①土木用セメント製品事業

土木用セメント製品事業においては、主に土木用コンクリート二次製品の製造及び販売

等を行っております。これら製品・商品等の販売については、顧客にそれぞれを引き渡

した時点で収益を認識しております。なお、商品の販売のうち、当社が代理人に該当す

ると判断したものについては、他の当事者が提供する商品と交換に受け取る額から当該

他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。

②建築用セメント製品事業

建築用セメント製品事業においては、主に製造請負契約を締結しております。当該契約

については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係

る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日まで

の生産量が、予想される生産量の合計に占める割合に基づいて行っております。

③その他の事業

その他の事業においては、主に木造住宅等の施工販売・不動産の販売を行っておりま

す。これらの販売については、顧客にそれぞれを引き渡した時点で収益を認識しており

ます。

（5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、

連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

②消費税等の会計処理

控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度に費用処理しております。



（6) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続

（役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

当社は、取締役（社外取締役を除く）を対象として、取締役の報酬と当社の株式価値と

の連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高

めることを目的として、株式報酬制度（株式給付信託）を導入しております。

当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付

する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　2015年３月26日）に準じ

て、総額法を適用しております。

イ. 取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取

締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を

時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付される株式報酬制度でありま

す。

ロ. 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式は、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）によ

り純資産の部に自己株式として計上しており、当事業年度末における当該自己株式

の帳簿価額及び株式数は、54,208千円及び145千株であります。



２. 会計方針の変更

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会

計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧

客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識

することといたしました。これにより、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によっ

て提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人として純額で収益を認識して

おり、また、顧客仕様の製造請負により、当該製品が他に転用できず履行義務が完了した部

分の対価を収受する権利を有する取引については、一定の期間にわたり履行義務が充足され

ると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき、収益を一定の期間にわたり認識してお

ります。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的

な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累

積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針

を適用しております。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、

当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後

の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金

に加減しております。

この結果、当事業年度の売上高は998,698千円減少し、売上原価は1,027,602千円減少し、販

売費及び一般管理費は13,251千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれ

ぞれ15,651千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響は軽微であ

ります。

また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事

業年度より「売掛金」及び「契約資産」に区分して表示しております。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定

会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金

融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経

過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適

用することといたしました。

なお、この変更による計算書類に与える影響はありません。



（1) 担保に供している資産

建物 423,345千円

土地 1,650,797千円

計 2,074,142千円

上記に対応する債務は次のとおりであります。

短期借入金 1,032,457千円

長期借入金 224,966千円

計 1,257,423千円

（2) 有形固定資産の減価償却累計額 9,944,572千円

（3) 受取手形割引高 1,210,072千円

（4) 関係会社に対する金銭債権、債務

短期金銭債権 316,694千円

短期金銭債務 207千円

（関係会社との取引高）

売上高 431,755千円

仕入高（営業費用含む） 261,130千円

営業取引以外の取引 102,760千円

当事業年度末日における自己株式の種類及び数

普通株式 987千株

３. 貸借対照表に関する注記

４. 損益計算書に関する注記

５. 株主資本等変動計算書に関する注記

（注）株式給付信託が保有する当社株式145千株が含まれております。



繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 44,260千円

退職給付引当金 94,791千円

貸倒引当金 6,416千円

棚卸資産評価損 4,145千円

投資有価証券評価損 63,247千円

その他 164,669千円

繰延税金資産小計 377,529千円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △167,221千円

評価性引当額小計 △167,221千円

繰延税金資産合計 210,308千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 31,496千円

その他 10,930千円

繰延税金負債合計 42,427千円

繰延税金資産の純額 167,881千円

６. 税効果会計に関する注記



種 類
会 社 等
の 名 称

議決権等の所有
(被所有)割合(％)

関連当事者
と の 関 係

取 引
内 容

取引金額
(千円)

科 目
期末残高
(千円)

子会社
㈱東北ヤ
マックス

所有
　直接 100.0

役員の兼任 配当の受取 100,000 － －

子会社
㈱ＨＯＣヤ
マックス

所有
　直接　50.0

製品の販売等
役員の兼任

製品の販売 431,004 売 掛 金 224,033

種 類
会 社 等
の 名 称

議決権等の所有
(被所有)割合(％)

関連当事者
と の 関 係

取 引
内 容

取引金額
(千円)

科 目
期末残高
(千円)

役員及び

その近親者

木野 親盛
　　 千裕

被所有
　直接　－

当社取締役
の 近 親 者

住宅の販売 21,710 売 掛 金 －

（1) １株当たり純資産額 966円86銭

（2) １株当たり当期純利益 108円36銭

７. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 子会社及び関連会社等

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

市場価格、市場金利等を勘案して決定しております。

(2) 役員及び個人主要株主等

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

市場価格、市場金利等を勘案して決定しております。

８. 収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、「１．重要な会

計方針に係る事項に関する注記　(4) 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりでありま

す。

９. １株当たり情報に関する注記

　（注）「１株当たり純資産額」の算定上の基礎となる期末株式数及び「１株当たり当期純利

益」の算定上の基礎となる期中平均株式数には、その計算において控除する自己株式

に株式給付信託が保有する当社株式を含めております。なお、当事業年度における当

該株式の期末株式数及び期中平均株式数は、145千株及び147千株であります。


